
酒は飲みすぎさえしなければ、「百薬の長」と
いいます。しかし、タバコは「百害あって一利な
し」です。

私事で申し訳ありませんが、私は、18歳（大学
1年）からタバコを始め、今から21年前（42歳）ま
で毎日80本以上のタバコを吸っていました。始め
たきっかけは、いとも簡単な理由でした。先輩に
連れていかれたスナックで、女の子に煽られ、
かっこ付けからでした。そして、25歳で結婚、最
初の子どもが出来、30歳ころには1日20本前後で
あったのが、2人目が生まれる直前に胃を痛め、
ドクターストップでしばらく休煙（3年間）。治っ
て再び吸い始めたら、あっという間に本数が増え
ました。当時、2人の娘たちから、「お父さん！車
の中だけはタバコを吸わないで！」と言われまし
たが、「それじゃあ窓を開けたら！　いやなら降
りて帰りなさい！」。今、振り返れば、とんでも
ない父親でした。治療している子どもからも「先
生の手、タバコ臭～い！」と言われていました。

そして、私が診療中、3人目の子ども（男児）が
10年ぶりに無事に産まれたことを電話で聞いたそ
の瞬間、今、僕が妻や娘たちに出来ることはこれし
かないと、“タバコのケースの切り口にセロテー
プで封印”。それから今年で21年目になります。
止めて、2～3週間、地獄の苦しみを味わいました。
そして、完全にからだから抜け切るまで10年以上
はかかりました。今になって思うことは“よく止
められたなあ！”と自分で自分に褒めてやりたい
気分です。（どこかで聞いたことある言葉？）

タバコは始めるのは簡単でも、止めるのは大変
な思いをしなければなりません。ヘビースモー
カーになるとかえって思い切れるのかも知れませ
んが、中途半端はなかなか難しいですね。節煙・
休煙・禁煙を繰り返してきた私にとっては貴重な
経験をしたので、今では説得力ある指導になって
いるように思います。

近頃の日本の男性は私のような禁煙者がますま
す増え、喫煙者がずいぶんと減ってきていますが、
その反面、女性の喫煙者がどんどん増えてきてい
ることに危惧します。“ほたる族”“ベランダ族”

“換気扇下族”と言われる男性喫煙者は文字通り、
家庭内で、とくに子どもの前ではなかなか吸わせ
てもらえないのが実情のようですが、女性（母親）
喫煙者の場合は得てして子ども達に『受動喫煙の
影響』を強く与える危険性があります。

子どもは大人の行動を“範”とします。大人は
未来を担う子ども達への責任ある生きざまを見せ
ていく義務があります。時代の趨勢とともに日本
でもようやく禁煙運動が活発化されつつありま
す。そこで、子どもにまつわる「たばこの害」を
いろいろな方面で活躍されている先生方にご執筆
いただき、特集を組みました。改めて『禁煙の必
要性・大切さ』を考えてみたいと思います。

今回の特集「タバコの害から子どもを守る」の
企画に当たっては岡山大学の岡崎好秀先生にご協
力をいただきました。岡崎先生はじめ、御投稿く
ださいました各氏に、紙面をお借りして御礼申し
上げます。 （J. T.）

 
 

タバコの害から子どもを守る
本特集の企画に当たって
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子どもは、赤ちゃんとして裸でこの世に生

まれてきます。その後、大人になるまで大人

の監督・庇護の元に暮らします。もし、今時

の子どもたちが、昔の子どもたちと何か変

わった点があるとすれば、その原因は大人の

側にあるとしかいえないでしょう。

はじめに

本稿で扱うのは、小児科に関係する疾患も

しくは状態に関するものだけです。歯科に関

係するものは、他稿に譲ります。

子どものそれぞれの発達段階における受動

喫煙の害に対して論述していき、最後に子ど

もを取り巻く『タバコ環境』について紹介し、

どんな行動が個人として取りえるのか私見を

述べます。

なお、受動喫煙の定義としては、能動喫煙

（自ら能動的にタバコの煙を吸い込む）以外

のタバコ成分を体内に入れてしまうこと、と

しました。

確実な受動喫煙関連疾患としては、虚血性

心疾患、肺がん、副鼻腔がん、低体重出生、

乳児突然死症候群、中耳炎（小児）、急性下

気道感染症（小児）、気管支喘息（小児）、慢

性呼吸器症状（小児）の9種が知られていま

す1）。

胎児期における受動喫煙の影響

妊婦が喫煙したり、妊婦が受動喫煙して胎

児へタバコ成分が取り込まれた結果、遺伝子

レベルで生じるいわば直接影響と、胎盤等の

栄養装置の問題で生じる間接影響に理論的に

は大別されますが、両者がさまざまな割合で

病態に寄与するため、分けて論じることは実

際上意味がありません。

A．低出生時体重

妊婦が喫煙すると、出生時の赤ちゃんの体

重が少なくなることは、よく知られた事実で

あり、妊婦が受動喫煙にさらされた場合も同

様の結果が得られている（図1）。

体重が少ないということは、胎児の成長が

正常より少ないか（児の低成長）、赤ちゃんの

成長が遅れて未熟で生まれるか、もしくはそ

の両方の結果でしょう。

ニコチンは、血管収縮を起こしたり、血管

の狭小化を引き起こします。そうなると胎盤

機能が低下して、胎児への栄養分や酸素の供

子どもへの受動喫煙の影響と
その対策

野 田 　 隆

のだ小児科医院
（〒888-0001 宮崎県串間市大字西方5337-3）
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給を減らすことになります。また母親によっ

て吸い込まれた一酸化炭素は、胎児循環中に

酸素と置き換わり、胎児の利用できる酸素の

量を減らしてしまいます2）。

もちろん、早くやめていただくのに越した

ことはないのですが、妊娠後半の第3三半期

に禁煙できると、出生時体重の減少を抑えら

れそうです3）（図2）。

B．胎児奇形

妊娠中の喫煙は、すべての奇形の危険性を

ますわけではないが、口唇・口蓋裂両方あわ

せて30％4）、四肢欠損・短縮四肢では30％5）、

泌尿生殖器奇形では20％6）、その危険性が増

すそうです7）。

特に四肢短縮症と喫煙の関係は強いといわ

れています。というのは、喫煙は血管の伸長

や増殖という“Vasculization”の過程を阻害

することがわかってきました8）。四肢短縮症

はまさしく“Vasculization”の破綻の結果生

じるとされているからです。

喫煙による奇形は、妊娠3か月までに生じ

るようです。妊娠してからタバコを吸い始め

るのではなく、喫煙者が妊娠したのです。喫

煙する女子高校生は、3月経周期以上連続し

ての無月経になることが喫煙しない人の約2

倍起こることが報告されている9）。つまり、

妊娠に気づくのが遅れやすくなります。

胎児へのタバコの害を無くすには、妊娠可

能な女性には、禁煙していただくしかなく、

今一番喫煙率の高い世代である女子高生や女

学生への禁煙支援は、喫緊の課題であり、子

どもの時の防煙教育が重要であると考えま

す。

乳幼児期における受動喫煙の影響

A．乳児突然死症候群（SIDS）

タバコの害として最大なものは死であり、

事故死・病死の減ってきた現代の先進国での

最も大きな乳児死亡の原因は乳児突然死症候

群（SIDS）でしょう。生後2～4か月の間に起

こりやすく、大抵は睡眠中に起こります。

その機序ははっきりしていませんが、出産

後に初めてタバコを吸い始めるのは稀で、妊

娠中も吸っていた人がほとんどです。妊娠中

の喫煙は胎児の早産や発育遅延を起こし、特
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に酸素の吸入や心機能を制御する脳のシステ

ムが未熟なまま出生してきて、このシステム

の成熟が阻害されたりして、酸素不足に対す

る反応が障害されている可能性がありま

す10）。

また、動物実験では、妊娠中にニコチンに

曝されると、低酸素に対する反応性が落ちる

という結果が出ました11）。さらに妊娠中に喫

煙した母親から生まれた赤ちゃんは、非喫煙

者から生まれた赤ちゃんと比較すると、深い

睡眠から覚醒しにくい、つまり突然のストレ

スに対する反応が障害されるという報告もあ

る12）。無呼吸は未熟児によく見られます。さ

らに無呼吸は、感染とか呼吸不全が引き金と

なるが、感染や呼吸不全の危険性は受動喫煙

で、繊毛の脱落などの機序で増加します。感

染に対する炎症反応が亢進も関係するでしょ

う13）。また受動喫煙によって父親が喫煙する

家庭では、突然死の危険性が2.5倍になり、

両親ともに喫煙すると約4倍（オッズ比3.79）

と評価した。家庭内で喫煙するほど、突然死

の危険性が増します14）（図3）。

B．中耳炎

反復感染を含む急性中耳炎や鼓膜切開がし

ばしば行われる慢性滲出性中耳炎などの中耳

疾患の罹患者は、受動喫煙を受けている子ど

もたちの間で増えています15）。

機序としては、中耳腔と鼻咽頭をつなぐ、

耳管の機能不全と、耳管開口部付近で感染が

容易に起こるため、炎症が中耳に及びやすい

ことがいわれている16）。耳管は粘膜の繊毛運

動によって清浄に保たれています。この機能

が落ちると病原体の侵入が起こりやすくなり

ます。また、受動喫煙により、耳管粘膜の腫

脹が起こり耳管が狭くなります。また扁桃切

除術・アデノイド切除術を受けた子どもは、

受動喫煙の曝露が多いことが報告17）されてい

ることから扁桃肥大やアデノイドの肥大のた

め、耳管が圧迫されて狭くなることもありま

す。狭くなれば、内部をきれいに保つための

排除機能は小さくなります。

C．気管支炎・肺炎などの下気道感染症

ハンディキャップを背負った乳幼児ほど、

家庭内の喫煙に悪影響を受けるそうです。生

後18か月以内に、肺炎などで入院する危険

性は、正常体重児の場合には受動喫煙を受け

ると1.6倍増すのですが、低出生体重時の場

合は、4.5倍になります18）。

少年期における受動喫煙の影響

A．喘　　息

この時期に家庭内で受動喫煙を受けると、

喘息発作回数を増やし、発作の程度を重くす

るということが、多くの疫学調査で明らかに

なっています19－24）。

その機序としては、繊毛運動の障害による
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アレルゲンの除去困難、気道のリモデリング

を促進してしまうこと、発作の引き金となる

感染が起こりやすいことなどが考えらます。

B．慢性呼吸器症状

咳、喘鳴、痰が続くといった症状が出てき

ます。気道の繊毛運動機能の低下や、易感染

性、粘膜の変性がその機序として考えられま

す。

青年期における受動喫煙の影響

この時期における受動喫煙の影響として、

身体的な影響よりも深刻で重大なのは、能動

喫煙の開始ということであると筆者は考えま

す。タバコを吸い始めるのはこの年代が最も

多いのです。18歳を越えてタバコを吸い始

める人はまれです（図4）。後で詳しく述べま

すが、受動喫煙の影響を胎児期から引き続い

て強く受けている人は、親が禁煙しない限り

タバコからは逃れられないことになります。

0～3歳児のいる家庭での喫煙状況

和光堂が調査した、胎児から3歳児までの

受動喫煙の調査があります25）。

平成13年12月下旬～平成14年1月下旬に

かけて全国の3歳以下の子どものいる母親に

調査票を送付し記入後郵送にて359サンプル

の回収を見たものです。

家の中でタバコを吸う人がいますか？とい

う設問に対し、タバコを吸う家族のいる人が

79.1％、その内、夫が92.3％となっています。

子どもの受動喫煙については、284人から

複数の回答があり、同じ部屋で吸う11.3％、

時々同じ部屋で吸う13.4％、換気扇の下で

吸う36 . 6 ％、空気清浄機をつけて吸う

11.3％、と濃密な受動喫煙24.7％、実質的

には無効な受動喫煙対策が 47 . 9 ％で、

72.6％の子どもが受動喫煙を受けていること

になりました。ベランダで吸う29.2％は、

呼出煙を考えると部分的な受動喫煙対策とい

わざるを得ない26）。家では吸わない、禁煙し

ているといった有効な受動喫煙対策は、併せ

て21.8％の家庭でしか採られていません。

前のデータとあわせて考えると複数の子ども

のいる家庭も含まれますから、子どもから見

ると6割から8割の子どもが受動喫煙の影響

を受けていることになります。

最近のデータによると家では吸わない、戸

外でドアをしっかり閉めて喫煙するという従

来安全とされていた喫煙法も、非喫煙家庭で

育った子どもの約2倍のニコチンに曝露され

ていることがわかってきました（表1）。体内

に入ったニコチンは一部コチニンという尿や

唾液に分泌される物質に変化します。コチニ

ンは、食べ物や飲料水など天然には存在しな

いものでニコチンが体内に入ってこないとで

きないものです。血中のニコチンの半減期は

約2～3時間ですが、コチニンの場合は約17

時間ですから、どれだけニコチンが体内に

入ったかの指標になります。表1では、非喫
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煙者の尿中のコチニン濃度の平均値を1とし

ます。同じ部屋で吸う人のいる家庭で育った

子どものコチニン濃度は約15倍ですから、

15倍もの受動喫煙の影響があることになり

ます。台所扇の下でも3.2倍、ベランダ喫煙

でも2.4倍で有意差を持ってニコチン曝露が

あるということです。統計学的に有意差は出

なかったものの、戸外でドアをしっかり閉め

て喫煙するという従来安全とされていた喫煙

法も万全とはいえないし、職場でのみ喫煙す

るという人もこの中に含まれますから、親に

禁煙していただく以外、受動喫煙の影響は子

どもにとって、避けられないことになります。

喫煙の世代間連鎖

俗に言うと親がタバコを吸うと子どももタ

バコを吸うようになる、というのが喫煙の世

代間連鎖という言葉の意味です。子どもが第

3学年の時の父親と母親のタバコに対する態

度（喫煙・禁煙・非喫煙）で9グループに分け、

9年後の第12学年のときの子どもの喫煙率を

見たのが表2です。この論文の中で著者らは

第3学年より後になって禁煙しても、子ども

の喫煙率には、あまり影響がないというと記

載されています（表2）。

最近になって、この現象を説明するのに好

都合な論文が出ました27）。モントリオールの

小学生（平均9.2歳）に最初の調査を行い、

3.8年後に2回目の調査を行ったところ、唾

液中のコチニン濃度が高いほど将来喫煙者に

なる確率が高いというのです。筆者らは、コ

チニン濃度が高いということは、受動喫煙を

高度に受けているとの証拠であり、低ドーパ

ミン血症を引き起こし、成人喫煙者にみられ

るドーパミンD1レセプターの減少が起こる

ために、ニコチンをドーパミンの代わりに求

める現象がおきるのでは、と推論しています。

表2でも母親が喫煙者であったほうが、子ど

もが将来喫煙者になりやすいのは、喫煙場所

が家庭であり、子どものコチニン濃度が高く

なりやすいからではないでしょうか？

極言すると受動喫煙の最大の害は、ニコチ

ン依存になりやすい未成年の喫煙者を増や

し、次世代へタバコの害を広めるという喫煙

の世代間連鎖にあると思います。

喫煙者に受け入れられやすい
タバコの害

平成15年度の国民栄養調査（厚労省）によ
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表1 喫煙場所とニコチン曝露

（尿中ニコチンを指標として）

喫煙形態 曝露スコア

非喫煙（n＝433） 1

ドア閉めて屋外（n＝216） 1.99

ドア開けて屋外（n＝45） 2.39

台所扇の下（n＝50） 3.23

不定（n＝27） 10.32

屋内（n＝28） 15.09

表2 喫煙の世代間連鎖

第12学年での喫煙率

父 非喫煙者 禁煙者 喫煙者母

非喫煙者 14％ 19％ 27％

禁煙者 21％ 26％ 32％

喫煙者 31％ 28％ 37％

Bricker JB, et al : Addiction 98(5): 585-593, 2003 



ると国民の喫煙率は図5のように、小児科な

らびに小児歯科を訪れるご両親は、最も喫煙

率の高い層に属しています。この世代の方は、

病気をすることが少なく、医療機関に患者と

してほとんどかかりません。タバコの話を医

師から聞く機会は、ほとんどないといっても

よいでしょう。喫煙年数も短く、タバコによ

る健康被害もほとんど実感されていないし、

タバコ病として広く認知されている肺がんの

話などは、まだまだ先の話だと聞く耳を持た

ない世代です。病気なるもの自体が実感され

ないといってもよいでしょう。まして、受動

喫煙の害などは、臭いとか目にしみる以外の

急性症状は、喘息患者でもない限り、実感で

きないと思います。

家庭内で喫煙している人の9割は父親です

が、子どもを連れてくるのは母親や祖父母の

ことが、多いわけです。喫煙者に面と向かっ

て話す機会は限られています。いきおい母親

に代表される非喫煙者に話すことになるわけ

ですが、決して喫煙者を悪者にしないように

配慮しましょう。

与える情報としては、病気の話は無関係だ

と関心の薄い世代ですが、生まれたときから

テレビがあり、視覚刺激に敏感で外面には非

常に気を使います。病気には至らないタバコ

によってもたらされる悪い状態について、子

どもの診察・加療をしているときに情報提供

してはいかがでしょう。もちろん情報の与え

方としては、ポスターやリーフレットを用意
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図5 喫煙の状況



するのも一つの方法です。生まれたときから

テレビのあった世代ですから、視覚刺激には

非常に敏感です。

この稿の前半で述べた受動喫煙の害を話し

て禁煙を決意させようと、医療者なら思いた

いところですが、今まで能動喫煙の害も頭で

は知りながらも喫煙しているのですから、不

安材料となって喫煙本数を増やしてしまう結

果になりかねません。

以下に、喫煙者に気づきと禁煙という行動

を起こさせるきっかけになるようなエビデン

スをお示しします。

●受動喫煙と学力

血液中のコチニンが高い子ども達ほど読書

力、算数そして理論思考の試験の成績が低い

傾向にあるそうです。コチニン値が高くなる

ほどテストの点数は低くなりました。さらに、

微量の血液中コチニンでさえ、子ども達の読

書力と論理思考の試験の成績を下げるようで

した。

なぜタバコ煙が子ども達の試験の成績に影

響を及ぼすのかは不明でありますが、動物に

おける研究では、タバコ煙は神経系の構造を

変えうることを示唆しているそうです28）。タ

バコ煙の吸入は一酸化炭素を吸わせることに

なり、脳が低酸素状態になります。乳幼児は

家庭で受動喫煙に曝露されますが、年長の子

ども達ほど屋外で過ごす時間が長くなりま

す。子ども達の受動喫煙曝露を制限したいと

望む両親は、子ども達の友人の喫煙やタバコ

煙が充満した場所にたむろしていないか注意

すべきですとも、述べています29）。

●タバコとインポテンツ

31歳から49歳の男性約4,500人について

の研究では、喫煙者は非喫煙者の1.5倍イン

ポテンツになる危険性があります30）。40～70

歳の男性についての別の研究では、喫煙者は

非喫煙者の2倍中等度・重度のインポテンツ

であった31）。

血液循環と血管系の問題から、ほとんどの

インポテンツになります。一つは動脈硬化の

ため、動脈壁に塞栓ができて血液の供給が減

ります。またニコチンによる血管収縮のため

同じくペニスへの血液の供給がへります。静

脈弁の機能が傷害されて、静脈が怒張してペ

ニスからの血液の流出が増える、という3つ

の機序でインポテンツは起こると考えられて

います32）。

●タバコと肌

生化学的な機序として、喫煙によって誘導

されたメタロプロテアーゼ1と呼ばれるタン

パク質が真皮のコラーゲンを分解し皮膚上に

多くのしわを発生させるからであることが分

かった。以前の研究で、太陽の紫外線がコ

ラーゲンを分解するこのようなマトリック

ス・メタロプロテアーゼ（たんぱく質）の発

現を誘発することがすでに明らかになってい

る。

14人の喫煙者と19人の非喫煙者の尻の皮

膚に存在するマトリックス・メタロプロテ

アーゼ1（MMP-1）のmRNA濃度を比較した。

その結果、研究チームは喫煙者の皮膚に非喫

煙者より高濃度のMMP-1mRNAを発見し

た。対照実験のために研究チームは同じく2

つの別のタンパク質（メタロプロテアーゼ1

の阻害たんぱく質とグリセルアルデヒド3リ

ン酸塩デヒドロゲナーゼ）の伝令RNAのレ

ベルを比較した。喫煙者と非喫煙者の間でそ

のレベルの差は全く見られなかった。
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そのために、研究者達は「たばこを吸うこ

とは皮膚にMMP-1たんぱく質の発現を誘発

し顔の老化の原因になる」と推論した33）。

●タバコと毛髪

ニコチンと一酸化炭素は、毛根への血流を

阻害し、低酸素状態にしますから白髪・脱毛

が起こります。英国での研究で、年齢を考慮

して計算した結果、一定基準以上の頭髪無毛

は、喫煙男性で1.93倍高く、一定基準以上

の白髪頭は、喫煙女性で4.40倍高くなってい

ます34）。

最後に

以上のような話をプリントにして配布した

り、診療の合間に話をしてはいかがでしょう。

病気の話は受け入れにくくても、身近な話題

には耳をそばだててくれるでしょう。ただし

筆者からお願いしたいことがあります。これ

らのタバコの害を脅しに使うのではなく、禁

煙すればこれらの心配がなくなりますよ、と

禁煙の効用を話してください。

また、禁煙の方法（パッチ・ガム）などに

ついての具体的ですぐに実行できそうな情報

を用意しておいて、クライアントに渡しま

しょう。

禁煙に成功して怒り出した人はいません、

それどころか大したこともしていない私に感

謝してくれます。こんな体験は、禁煙支援し

かありえません。

皆さん、あせらず、あわてず、あきらめず

禁煙を勧めましょう。
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はじめに

たばこが健康に良くない―このことは、

そうは思わない人を探すのが困難なほど、多

くの人が知っている。ところが、その一方で、

これだけ多くの人が健康に良くないと認めて

いるこの商品を、自動販売機という子どもで

も簡単に買えるような方法で販売し、国民の

2～3割の人が良くないと知りつつ毎日この

商品を使用している。とても奇妙なことだが、

これが私たちの社会のたばこ問題の現実であ

る。

この現実を前にして、本当に効果のある喫

煙防止教育をどのように進めていけばよいの

だろうか。その方法を探るため、これまで私

たちが描いてきた「たばこ像」をいったん消

し去り、たばこに関わる事実をよく見つめ、

改めて新しい「たばこ像」を描き直すことを

提案したい。そうすることによって、これか

ら私たちが取り組むべき喫煙防止教育の在り

方が、その「たばこ像」の周辺にきっと見え

てくるはずだ。

事実その1：たばこは口で吸う

ある中学校で退職を間近に控えた校長が、

全校集会で生徒たちにこんな話をしたそうで

ある。

「私がもし生まれ変われたら、今度は歯の

良い人生、たばこを吸わない人生を送りたい

と思う。若いみんなは、ぜひそんな人生を

送ってほしい。」

教育熱心で常に子どもたちを大切にしてい

たこの校長らしい、人柄がしのばれるメッ

セージであるが、残念なことに、この校長は

歯が悪いこととたばこの関係を知らなかった

ようだ。

あたりまえのことだが、たばこはおでこで

吸うわけでも、おへそで吸うわけでもなく、

口で吸う。つまり有害なたばこの煙が最初に

触れるのは口であり、歯や歯ぐきに影響を与

えないはずがない。歯の良い人生とたばこを

吸わない人生は、決して別個のことではない

のである。

私たちはすぐれた脳を持っているがゆえ

に、目では見えていても変化のない見慣れた

風景は低レベルの情報としか脳に認識され

新しいたばこ像と喫煙防止教育

北山　敏和

田辺第三小学校校長
（〒646-0061 和歌山県田辺市上の山2-6-15）
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ず、見逃されがちになる。たばこを口で吸う

喫煙という行為も、あまりにも見慣れた風景

であるため、喫煙者本人までもがそれを問題

だとは認識できないのであろう。

事実その2：1日20回、1年7300回

口で吸うということが問題として認識され

ないのと同様に、喫煙する回数の多さも問題

として認識されることは少ない。有害物質の

“有害度”は、物質そのものが持つ毒性だけ

ではなく、その毒性に暴露される時間（回数）

に左右される。これをたばこに当てはめてみ

ると、たばこそのものが持つ有害性に喫煙す

る回数をかけたものが健康リスクの大きさで

ある。

喫煙者の喫煙行動を思い浮かべてほしい。

喫煙者は朝起きるとまず1本吸う。そして朝

食の前後にまた1本。仕事に出かける途中で

1本吸い、仕事先に着くとまた1本吸い、仕

事中に2、3本吸い、昼休みになるとまた1

本吸う。午後の仕事の間にも2、3本吸い、

仕事が終われば吸い、帰宅の途中で吸い、家

に帰るとまた吸う。それから夕食の前後に吸

い、テレビを見ながら吸い、風呂上がりに吸

い、そして寝る前に吸う。もし、その喫煙者

が1日に1箱吸う人であれば、24時間から寝

る時間を引いて20で割ってみると、ほぼ4、

50分に1回ずつ吸っていることになる。しか

もこのことを今日も明日も、来年も再来年も、

10年、20年、30年と延々と続ける。

がんや心臓病のinitiatorやpromoterは私た

ちの身の回りにあふれている。1回だけの喫

煙であれば他の要因をはるかに上回る大きな

リスク要因にはならないだろうが、喫煙とい

う行為は、ひたすら繰り返され、その累積の

度数は他に類を見ない。たばこを吸うという

のは1本吸うことではなく、1年間に7,300

本吸うことである。そしてこのことが、段違

いに大きい健康リスクとなる原因である。

この喫煙回数は趣味だ、ストレス解消のた

めだと説明するにはあまりにはあまりにも膨

大すぎる。ひたすら繰り返される喫煙行為、

まさしくこれは、脳が数十分に1回ずつ薬物

を求め、その人にたばこを取り出させ、火を

つけさせ、胸一杯その煙を吸わせる薬物依存

の表現型である。

事実その3：大人はたばこを吸わ
ない

街を歩けばたばこを吸う若い男女によく出

会う、とても20歳を越えているとは思えな

いような者も多く、中には高校の制服を着て

吸っている者もいる。調査によれば高校生の

半数以上は喫煙の経験者で、2割近くはもう

常習の喫煙者だという。しかし、このことに

驚いたり腹を立てるのは、たばこの場合、筋

違いだ。なぜなら、意外なようだが、たばこ

は本質的に大人が吸いたがるものではなく、

子どもが吸いたがるものなのだ。

和歌山日赤医療センターの池上達義医師の

調査によると、喫煙開始年齢は15歳から20

歳までの5年間とそれを挟む前後の数年間、

つまり思春期・青年期に集中しており、その

時期を過ぎた“本当の大人”になってから喫

煙を開始する者はごくわずかであった。この

傾向は他の調査でも同様で、男女差や多少の

数値の差はあるものの、基本的には喫煙者の

大多数は思春期・青年期に喫煙を開始してい

る。

もし、たばこが大人のものであるなら、そ

の開始者数の極端なピークが思春期・青年期

22 小児歯科臨床　2006年2月号（第11巻第2号）

�������
�	�
���

特  集 



に来ることはない。つまり、20歳という線

引きではなく、心理や生活実態から大人と子

どもに分けると、喫煙は子どもによって開始

されることを調査結果は示している。

このことを裏付ける証拠はたくさんある。

例えば喫煙開始の理由である。どの調査でも、

たいてい上位に来るのは「大人へのあこがれ」

や「大人のまね」、あるいは「自分を大人に見

せたい」の類で、例えばストレスへの対処の

ような気分転換を必要とする具体的な生活上

の事実やたばこの持つ味や気分転換の効果を

挙げる者はほとんどいない。大人が大人にあ

こがれたり、大人のまねをする、あるいは、

大人が自分を大人に見せたいと思うことなど

文脈上あり得えず、喫煙開始の理由は、たば

こはまさに大人になる前の若者が求めるアイ

テムであることを明確に示している。

もちろん、わざわざ大げさな調査をしなく

ても身近な喫煙者に喫煙開始時期を尋ねるだ

けでもこのことが証明される。「先生だって

吸ってるじゃないか」と生徒に言われて「君

たちは子ども、私は（法律で喫煙を許された）

大人だ」と言い訳する教師も、実際には未成

年のときから吸っている者が多いのだ。

つまり、たばこを求めるのは子どもであっ

て、大人はその時開始された喫煙行動を薬物

依存のためにやめられず、継続しているに過

ぎないということが大多数の喫煙者に当ては

まるのである。

新しいたばこ像と喫煙防止教育

たばこを欲しがり、たばこを吸い始めるの

は主として思春期・青年期の子どもたちで、

大人のたばこは、「たばこは大人が吸うもの」

であるからではなく、本当の大人になる前の

ある時期、好奇心やあこがれから、あるいは

仲間からのすすめで軽い気持ちで始めたこと

が、薬物依存のために続いているにすぎない。

そして、火をつけてその煙を口で吸うという

たばこ独特の薬物の摂取方法は、口や歯の健

康を害するだけではなく、受動喫煙という他

の薬物にはない周囲の人への深刻な健康被害

をもたらす原因となる。これがたばこの本当

の姿、新しいたばこ像である。このことを理

解すれば、喫煙防止教育には自ずから次のよ

うな戦略が生まれる。

まず、たばこがいかに自他の健康を害する

かを強調する前に、上記の“たばこ像”をま

ず子どもたちに伝えたい。小中学生であれば、

そう遠くない時期にたばこを吸ってみたいと

思うようになること。すでに過半数近くの子

どもたちが喫煙を経験している高校生であれ

ば、それをやめなければたばこを吸う人生を

送らなければならないこと。逆に、今吸わな

ければ、数年後にはたばこへの興味がすっか

り薄れ、たばこを吸わない人生を獲得できる

こと。これらのことを、たばこを吸ってみた

いと思う心理を大人へ向かう成長の証として

前向きに受け止めながら、子どもたちにぜひ

理解させたい。

次に、喫煙を含め将来の健康に重大な影響

を及ぼすような思春期・青年期特有の行為を

防止し、この時期に出会う不安や自尊感情の

低下、激しい感情の上下などにうまく対処し

て、他者との良い関係の中で自分らしさを発

揮できるようになるためのスキル学習をその

中に取り入れたい。

子どもたちは、たばこ関する知識がないわ

けではない。しかし、大人へのあこがれや、

自分を大人に、より魅力的に見せたいという

情動に対処する方法を十分知らないことが多
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い。このような子どもたちには、しっかりと

した人格の基礎を作り、健康な人生を獲得す

るため、少々周り道に見えるかも知れないが、

思春期・青年期に出会うさまざまな課題に上

手く対処するためのスキル学習を通して“生

き方のコツ”をぜひ身につけさせたい。

第3は、たばこのやめ方の指導である。従

来は喫煙は非行と位置づけ、主として処分と

いうペナルティを与える方法で対処してき

た。しかし、新しいたばこ像では、喫煙は薬

物依存によって促され、くり返される行動で

ある。依存の持つ力は大きく、たばこは健康

を害するという知識だけでそれをコントロー

ルすることは極めて難しい。このことを考え

れば、たばこの害だけを強調し喫煙生徒を悪

者にして終わるのではなく、喫煙を病気と認

め、その病気の治し方を主要なテーマとして

取り上げることが、現実に即し、子どもたち

のニーズに基づいた教育と言えるであろう。

たばこ対策での学校の役割

和歌山県では2002年4月から公立学校が

敷地内禁煙となった。当時は画期的なことだ

ともてはやされる一方、やり過ぎであるとか、

大きな問題が起こるのではないかという批判

がメディアによって繰り返し報道された。し

かし、始まってみれば「幽霊の正体見たり枯

れ尾花」のごとく、まるで何年も前からそう

であったように、淡々と実施されている。こ

の淡々さこそ、禁煙が特別なことではなく、

禁煙であることこそ普通の状態であるという

証明であろう。

当時の批判の中に、敷地内禁煙ではなく喫

煙室を設ける分煙で十分なのではないかとい

う意見があった。これは、今でもたばこ対策

に関わって常に聞かれる意見であるが、「た

ばこを吸わないことが普通」の敷地内禁煙と

「吸うことが普通」の分煙ではメッセージとし

てのインパクト、そして禁煙への動機付けの

強さという点では根本的に異なる。事実、和

歌山では学校敷地内禁煙を契機に多くの教員

がたばこをやめた。これは、敷地内禁煙に至

るまでの分煙の状況では見られなかった現象

である。

また、敷地内禁煙はあくまでも教職員対象

であるため、元もと吸ってはいけないことに

なっている子どもたちへの効果という点では

十分検討はされていないが、放置される吸い

殻が激減したと報告する学校もあり、子ども

たちにもそのメッセージは確実に届いている

ことが推測される。

たばこに依存した社会の中にあって、子ど

もたちは家族や教師などの身近な大人の喫煙

する姿や人気タレントが演じるテレビドラマ

の喫煙シーンなど、喫煙を促進する要因に

日々曝露されている。それに比べて学校での

喫煙防止教育など、喫煙を抑制する要因に曝

露される時間や回数はたいへん少ない。喫煙

防止教育を実効あるものとするためには、子
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どもたちの生活環境の中から喫煙促進要因を

減らし抑制要因を増やすことが基本であり、

そのためには学校の禁煙化は必要不可欠な要

素である。

和歌山県の高校の中には敷地内禁煙の開始

を契機として、生徒のたばこに対する指導方

法を変更し、処分から保健医療的指導に転換

する学校も出てきた。喫煙を申し出た生徒に

は処分を科さず、養護教諭を窓口として禁煙

指導や禁煙外来の紹介をするというものであ

る。別の高校では保健所とタイアップし学園

祭に禁煙を勧めるブースを設け、訪れた禁煙

希望の生徒に医師が無料で禁煙パッチの処方

を行っている。また親の喫煙による子どもた

ちの受動喫煙を防ぐため、禁煙の呼びかけを

家庭にまで広げている小・中学校もある。

学校は喫煙開始のリスクがずば抜けて高い

年代の者に対し何年にもわたって教育的な介

入を行うことが出来る貴重な場である。敷地

内禁煙だけではなく子どもの喫煙に対する新

しい対処の仕方もまた全国の学校に広がるこ

とを期待したい。

まとめ

喫煙防止教育の本来の目的は喫煙を開始さ

せないことである。喫煙が薬物依存であり、

一度依存に陥ってしまった者を依存から救う

のは、離陸してしまった飛行機を陸を走って

追いかけるようなもどかしさがある。

しかし、現実には多くの子どもたちが喫煙

を経験し、そのうちの何割かはすでに依存に

陥っている。したがって喫煙防止教育は未喫

煙者、喫煙経験者、常習喫煙者（依存者）の

三者がいることを前提として、ただ悪い、恐

いではなく、何が問題なのか、なぜ問題なの

かをわかりやすく説明するとともに、やめ方

についても具体的にアドバイスする必要があ

る。

大半の喫煙開始の時期が思春期・青年期で

あり、喫煙が薬物依存によるものであること

を考えれば、学校は知識だけではなくスキル

にも重点を置いた喫煙防止教育と喫煙生徒に

対する保健医療的対応が必要である。そして、

それらの前提として学校敷地内の禁煙は不可

欠な条件である。

「たばこは20歳になってから」というフ

レーズがいみじくも示唆しているように、私

たちの社会は未だにたばこを積極的に是認す

る社会である。その中を生きていく子どもた

ちにとって、たばこについて正しい知識とス

キルは、たばこによる加害者にも被害者にも

ならないための、有能なツールとなるだろう。
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1．はじめに

私は国際歯科研究学会（IADR）の対タバコ

専門委員や日本口腔衛生学会、日本歯周病学

会、昨年発足した日本歯科医師会の禁煙推進

委員を務めている。3年前から医系7学会を

含む9学会合同による禁煙ガイドラインの作

成班に口腔衛生学会代表として加わった。こ

れまで民間運動が活動の中心だった禁煙推進

が日本の公衆衛生施策に含まれるようになっ

た。私が歯科医師の立場で、公的な活動に関

わることができるようになったのは1993年

から日本禁煙推進医師歯科医師連盟会員とし

て医師、薬剤師、教員をはじめ様々な専門家

と交流や連携ができたからだ。これからも、

歯科医師は、それぞれの地域で禁煙推進の職

種間連携の中で重要な役割を担うことにな

る。

健康や教育等の専門家との交流で経験した

ことを簡単にまとめると、歯科がタバコ対策

に関わる一方で、「タバコ対策は健康の専門

家の一員として歯科の専門性を発揮できる絶

好の機会」でもあると思う。こう言うと「タ

バコ対策に加わらない者は全身のことがわか

らない歯科医師なのか」との批判を受けたこ

とがある。私は、タバコ対策という場は全身

との関係として歯科医療の本質を実現できる

「絶好の具体的な機会」であることを伝えた

い。

この2年間に喫煙に対する人々の意識は大

きく変わった。多数の人が行う習慣としての

認識が、今やタバコを吸わないことが当たり

前になろうとしている。実際、成人男性の喫

煙率が50％を割って数年が経ち、成人全体

の喫煙率も30％を割っている。健康増進法

第25条の受動喫煙の防止規定＝新しい制度、

がこうした変化の後押しをした。受動喫煙防

止は努力義務であるが、健康のための法律で

もあることから一般市民の支持への医療従事

者の後押しがプラスに働いた。そして、「子

どもの喫煙」に対する意識にも変化の兆しが

ある。

タバコ対策は、もう次の節目も迎えようと

している。この変わり目を後押しするものも

制度＝2005年2月に発効したWHOタバコ規

制条約である。日本には世界の健康専門家か

ら不思議に思われているタバコに関する法律

「たばこ事業法」が存在する。日本国政府は、

この法律にしたがいタバコ産業の育成を行っ

歯科医療とタバコ対策

埴 岡 　 隆

福岡歯科大学社会医歯学部門口腔保健学講座教授
（〒814-0193 福岡市早良区田村2-15-1）
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てきた。その日本が世界に先駆けてタバコを

規制する条約に批准したのだが、条約発効後

もこの法律は有効である。タバコ規制条約の

第14条には、「科学的根拠と最良の実例に基

づくニコチン依存（タバコ依存）の治療」が

掲げられている。2005年11月末には9学会

合同による禁煙ガイドラインが発表されたが

「喫煙することは病気であり禁煙を治療と捉

える」という考え方が基本である。条約の第

14条を日本が履行する（たとえば保険適用）

ための前提が出来上がりつつある。

世界歯科医師会（FDI）はタバコに向かう歯

科医師の行動規範を定め、会員である各国歯

科医師会に対して呼びかけを行っている（表

1）1）。日本歯科医師会も昨年5月31日に行動

規範を定めた禁煙宣言を発した。WHOタバ

コ規制条約における歯科医療者の役割につい

てFDIはWHOと共同でタバコ対策ガイドを

発行しており、FDIのウェブサイトからダウ

ンロードができる2）。歯科は子どもから高齢

者まで幅広い年齢層の患者を診る。歯科は喫

煙による全身症状が現れる前に多くの喫煙者

が受診する医療機関であり予防効果は高い。

歯科は歯科医師と歯科衛生士がチーム医療に

より個別に患者に関わるため、禁煙にかかわ

る時間が長い3）。歯科医療の場で科学的根拠

28 小児歯科臨床　2006年2月号（第11巻第2号）
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国・地域・世界の各レベルで、タバコ消費の削減に積極的に貢献し、タバコ対策を
公衆衛生施策とするために口腔健康機関に以下のことを推奨する。

1．タバコを使用せずタバコのない文化を勧める手本の役割を担うことを会員に推
奨し支援すること。

2．会員のタバコ消費状況やタバコ対策への態度を調査により、また、適切な制度
の導入を評価し対応すること。

3．各機関の敷地や行事を禁煙化し、会員にも同様に禁煙化を推奨すること。
4．健康関連の大会や総会のすべての行事ではタバコ対策をテーマに含めること。
5．日常的に患者やクライエントにタバコ使用や受動喫煙状況を尋ね、根拠に基づ
いたアプローチと最良の対応により禁煙方法についての助言を行い、禁煙のフォ
ローアップを行うことを会員に助言すること。

6．医育機関に対して卒後研修その他の研修プログラムを通じ健康専門家の教育カ
リキュラムにタバコ対策を含めるように影響を与えること。

7．5月31日の世界禁煙デーの活動に積極的に参加すること。
8．財務その他の形態によるタバコ産業からの支援およびタバコ産業への投資はす
べて拒絶し、会員にも同様のことを推奨すること。

9．各国会員歯科医師会には、タバコ産業と係わりがあるかタバコ産業から利益を
得ている団体と商業的あるいはその他の関係を有する際には、タバコ産業との利
害関係の表明を前提とするという規約を保持すること。

10．敷地内におけるタバコ販売あるいは推奨を禁止し、会員にも同様の推奨を行う。
11．タバコ規制条約の署名、批准、施行の過程において政府を積極的に支援する。
12．この行動規範の施行財源として貢献することを含むタバコ対策の財源や資源に

貢献すること。
13．健康専門家のネットワークのタバコ対策活動に参加すること。
14．タバコのない公共の場へのキャンペーンを支援すること。

表1 FDIが採択した口腔健康機関のためのタバコ対策行動規程



に基づく最良の禁煙治療が行われることによ

る口腔の健康と健康寿命の延伸への貢献は大

きい。米国では歯科が本質的にもっているこ

うした特性が、タバコ対策の早い時期から保

健政策担当者に理解され、行政が主導で行わ

れているタバコ対策は歯科医療を巻き込んだ

形で展開されてきた。米国歯科医師の経験は

他国の歯科医師にも大いに参考になるだろ

う。

2．喫煙の口腔影響

今や喫煙の口腔への健康影響は明らかであ

る。歯科疾患への喫煙の健康影響を説明する

科学的根拠の実証は医系疾患と比べて遅れを

とった。米国で喫煙の健康影響に関する公衆

衛生総監報告が最初に発行された1964年か

らちょうど40周年の節目にあたる2004年に

28度目の公衆衛生総監報告が出版された。

この報告書では喫煙の健康影響がシステマ

チックレビューの形式でまとめられた。喫煙

が健康に及ぼす影響が原因と結果の関係（因

果関係）の科学的根拠の程度の面から初めて

総合的に判断された。

医科・歯科疾患が併せて記載されたこれま

での報告書では、口腔への影響の記載は中途

半端な分類となっていた。口腔がんへの影響

は「がん」として包括され、口唇・口蓋裂は

「次世代への影響」に包括されていた。今回

の報告書では、初めて「歯科疾患」が独立し

た項目として掲載された4）。この点では、

2004年の報告書は、医師にはもう当たり前

の内容であっても歯科医師にとっては大変記

念すべきものである。口腔がん、口唇・口蓋

裂の他に、歯科疾患として、う蝕と歯周病と

喫煙との因果関係の科学的根拠のレベルが明

瞭にまとめられた（表2）。口腔がん、歯周病

はAランク、口唇口蓋裂と根面のう蝕はBラ

ンク、歯冠部のう蝕はCランクの因果関係の

レベルに分類された。歯周炎や歯根面のう蝕

は日常の歯科臨床で対応する疾患であり、こ

の意味は大きい。また、歯冠部のう蝕につい

ても「根拠が十分でない」という分析結果で

あって因果関係が否定されたわけではない。

このことは、今後の研究の重要な注目点でも

ある。

2004年の報告書ではレビューの対象となっ

た文献が能動喫煙との関連性に限られてお

り、受動喫煙と口腔の健康との関係は触れら

れていない。喫煙の影響は喫煙者本人の健康

に影響を及ぼす能動喫煙だけではない。普段

からタバコの煙を吸わない者が他人のタバコ
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科学的根拠の説明 口腔疾患

1 因果関係の根拠は十分である
歯周炎
口腔のがん

2
因果関係が示唆されるが、根拠は 歯根面のう蝕
十分でない 口唇裂・口蓋裂

3
因果関係の存在を知るための根拠が

歯冠部のう蝕
十分でない

4 因果関係がないことが示唆される

表2 2004年米国公衆衛生総監報告書に記載されている喫煙との因
果関係を示す科学的根拠のレベルの説明と対応する口腔疾患



の煙を吸わされる健康被害を受動喫煙と呼ん

で特に区別される。タバコの先から立ち上る

煙（副流煙）は喫煙者本人が吸引する煙（主流

煙）に比べて有害性が格段に高く、普段から

タバコの煙に慣れていない非喫煙者が被る影

響は想像以上に大きい。

全米大規模研究で3,531人の子どもの血清

コチニン（ニコチンの代謝産物）量を測定し、

受動喫煙を受けた子どもは、受動喫煙を受け

ていない子どもに比して未処置う蝕有病の

オッズ比は2.1であった5）。この分析では、水

道水フッ化物調整地域などのう蝕発生に関係

する様々な要因が考慮された。歯周病につい

ても、質問紙調査で過去1年間に1日につき

1時間以上受動喫煙を余儀なくされた者で

は、受動喫煙の申告のない者に比して歯周病

のオッズ比が1.6であった6）。受動喫煙被害を

長年受け続けると歯周病のリスクが増加す

る。

受動喫煙の影響が想像以上に大きいことが

日本の研究でも明らかになった（図1）7）。山

形市の開業歯科医を受診した子どもの口腔写

真のデジタル画像を2人の研究者が別々に口

腔と同じ倍率でコンピューターディスプレー

上に再現し、メラニン色素沈着の有無を判定

した。別に記録しておいた親の喫煙状況と比

較したところ、メラニン色素沈着ありの子ど

もの親が喫煙する割合は70％であったのに

対してメラニン色素沈着なしの子どもの親が

喫煙する割合は35％となり、調整オッズ比

は6.5であった。臨床医が目で見えるこうし

た科学的検証の結果を解釈し、実際の場で適

用していくには注意が必要である。というの

は、子どものメラニン色素沈着は通常よくみ

られる現象であり、その理由は、成人に比べ

て歯肉の角化度が低いことが考えられる。実

際、子どもの歯肉のデジタル画像をパソコン

画面一杯に拡大してみると大部分の歯肉に色

素沈着が認められる。受動喫煙は子どもの歯

肉のメラニン色素沈着を増強する作用があ

る。つまり、子どもの歯肉へのメラニン色素

沈着をみて親からの受動喫煙を疑うのではな

く、親が喫煙者の場合に子どもの歯肉にメラ

ニン色素沈着があった場合には、親の喫煙の

影響が子どもの健康に及んでいる可能性が高

いことを、実際に子どもの歯肉を見せて説明

することができる。

この手法は、実際にう蝕になっている子ど

もの受動喫煙の場合にも、「親の喫煙の影響

が子どもの健康にも及んでいる可能性が高

い」という指摘にも使うことができる。受動

喫煙の小児のう蝕への影響の指摘は、さらに

高度な使い方がある。妊娠前に喫煙していた

女性が妊娠のために胎児への健康影響を気

遣って禁煙したものの、出産後に喫煙を再開

するケースが増えている。小児のう蝕への影

響は、こうした妊婦の再喫煙防止や父親の禁

煙動機にも有用かもしれないので、是非とも

試していただきたい。

成人の能動喫煙によるメラニン色素沈着

は、子どもの受動喫煙によるメラニン色素沈
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図1．子どもの歯肉メラニン色素沈着と親の喫煙
との関係

色素沈着の有無別にみると、親が喫煙している
割合に違いがある（左）。
親が非喫煙の場合でも「沈着あり」の者の割合
は多い（右）。
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着と性質が異なる8）。成人の場合は、歯肉全

体に帯状に認められる重度のメラニン色素沈

着を有する者が喫煙者である確率は80％以

上と高い。そして、喫煙開始後1年以内には

色素沈着が始まり、本数が少なくてもメラニ

ン色素沈着の有症率が高い。歯肉のメラニン

色素産生細胞は能動喫煙に敏感に反応する

（図2）。

喫煙は主要な歯科疾患の他に様々な影響を

口腔に及ぼす。喫煙の口腔への影響は実に多

様である。口腔がんや前がん病変は生命にも

関わる。一方、口臭や歯の着色は他人と接す

る機会の多い喫煙者の心理に影響を与える。

こうした口腔への影響すべてが、一般の歯科

臨床や健診の場で主に個別の喫煙者に活用で

きることは、タバコ対策における歯科の大き

な特性でもある。実際にどのように使用する

かについては後述する。

3．歯科治療への影響

FDIがWHOと共同で、2005年5月31日

の世界禁煙デーにあわせて発行した口腔の専

門家のためのタバコ対策アドボカシーガイド

のガイドブック2）の表紙の写真には、ドクロ

マークが1本ずつのタバコに描かれ、喫煙が

及ぼす健康影響が記されている。最初の1本

には歯の早期喪失が書かれている（図3）。歯

の早期喪失は歯科治療が無駄になり新たな処

置が必要になるわけであるから、歯科治療へ

の影響は甚大である。平成11年の歯科疾患

実態調査と国民栄養調査のデータにより喫煙

と喪失歯との関連性を調べたところ、男性の

歯の喪失は、非喫煙、元喫煙、現在喫煙で、

50～59歳の年代では3.6本、5.2本、6.4本

（p＝0.0011、非喫煙と現在喫煙の比較、以

下同様）で、60～ 69歳の年代では6.4本、

8.6本、11.3本（p＜0.0001）、70歳以上では

14.0本、16.1本、18.5本（p＝0.0005）だった。

女性の歯の喪失も60～69歳の年齢層を除く

全年齢層で差は有意だった9）。喫煙者は非喫

煙者より早く、多くの歯を失う。

喫煙は創傷治癒機能を障害することが様々

な生物医学研究からわかっている。抜歯後の
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図2 歯肉メラニン色素沈着への能動喫煙の影響



創傷治癒の障害は抜歯後疼痛の遷延やドライ

ソケットを発症させる。循環障害による酸素

や栄養供給の低下やニコチンが繊維芽細胞の

接着や配列を傷害することにより創傷治癒を

障害する。歯周治療は繊維芽細胞が関わるセ

メント質と歯根膜の再付着を期待して行われ

る。喫煙が歯周治療の効果に及ぼす影響が大

きいことが非外科的、外科的など様々な歯周

治療法で実証されている。また、ニコチンが

骨吸収を促進することから骨の再生が遅れる

ことが考えられる。

喫煙は歯周治療と同様にインプラントの成

功にも影響を及ぼす。特にインプラント治療

は自費で高価であるため、医療者は喫煙者に

対して術前の説明を慎重に行う必要がある。

審美機能の回復を期待して行われる歯科治

療、たとえば、レジン充填、前歯部歯冠修復、

歯の色素除去、歯肉のメラニン色素沈着除去

も喫煙による色素沈着の再開により効果が低

下することが容易に想像される。

4．禁煙の導入

（1）禁煙導入に役立つ口腔影響

口腔は直接見ることができ他人とのコミュ

ニケーションにかかわる器官であるという特

徴がある。喫煙の影響がこうした特長をもつ

口腔に及ぶことで、口腔への影響が喫煙者本

人の禁煙動機に与えるインパクトも大きいこ

とが、カナダの心理学者らによる調査で明ら

かとなった。たとえば、喫煙者の口臭はタバ

コ臭として知られる。喫煙により黄色く着色

した歯、根面のう蝕や歯の喪失も見栄えがよ

くない。カナダでは、世界に先駆けてタバコ

の箱に画像警告表示を採用した。絵やグラフ

で喫煙の健康影響を文言とともに警告する。

この絵やグラフの選定は、喫煙する男性・学

生・主婦をはじめタバコ販売業者を対象とし

たフォーカスグループインタビューの手法を

用いて心理学的分析により決定された。口腔

器官への影響が喫煙者の心理に与えるインパ

クトが大きいことが科学的に実証されたこと

が政策決定者に理解され、口腔の画像がタバ

コ箱の画像警告表示に採用された。

タバコ箱への警告表示の実現後にも心理的

効果の確認調査が行われた。一般市民を対象

とした電話調査では禁煙の動機となる画像表

示として16種類の画像から、肺がんと口腔

の写真が選ばれた。肺がんの写真は様々な階

層の市民から広く支持を得たのに対して、口

腔の写真は喫煙者、女性、若年齢層からの支

持が多かった10）。カナダと米国の国境に隣接

するカナダと米国の高校の調査では、警告表

示が画像を使わず文字だけで記されるように

なった米国の喫煙高校生は禁煙意思が警告表

示導入後しばらくして低下したのに対して、

カナダの高校生は禁煙意思が維持されてい

た。見える喫煙の影響は禁煙動機の維持に効

果を発揮した。やがて、タバコ箱の警告表示

を採用する国が増えた。口腔の画像は、ブラ

ジル、シンガポール、タイ、オーストラリア、

EU（図4）で相次いで採用されている。
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図4 EUの画像による
健康警告表示



（2）喫煙の口腔影響の禁煙導入への用い方

禁煙の勧め方の基本は「禁煙はあなたの健

康のために行う優先順位の最も高い方法であ

る」ことを説明することが前提である。禁煙

を勧めることは医療従事者の責務だとは思う

が、最初はその勧め方がわからないため心配

するのが当たり前である。禁煙のステージ理

論では、喫煙から長期の禁煙に至る経過を前

熟考期・熟考期・準備期などのステージを経

るプロセスと捉えて、ステージに適合した禁

煙の勧めを行う。一方、米国で2000年に出

版された禁煙治療ガイドライン11）では、禁煙

治療の一般的なスケジュールとして5つの手

順（頭文字をとって5A）を示している。5A

の手順は口腔衛生指導の手順と似ているの

で、歯科診療に導入しやすい。3番目には喫

煙者を禁煙する意思のある者とない者にわけ

る評価を行う（Assess）。

禁煙の意思がない者に用いる手法として5

つの方法（5R）を示している（表3）。歯科で

は前述したように喫煙者本人の口腔の状況や

歯科治療の効果と喫煙を関連づけ（Rele-

vance）、将来の危険性（Risks）とともに繰り

返し（Repetition）説明することが日常の臨床

で行うことができる。特に喫煙に関係する個

別の内容（表4）を示すことは、どの喫煙する

患者にも適用できる歯科専門職としての利用

価値の高いものであるので、是非とも試して

いただきたい。

日常診療では患者に対して、こうした多種

多様な喫煙の口腔への影響を、短時間で、簡

便に、しかも効果的に示すことができる教材

があれば便利である。そこで、われわれは、

タバコ箱の警告表示で実証された喫煙者の禁

煙の意思に及ぼす画像による警告の効果をヒ

ントにして、喫煙の口腔影響を口腔写真や影

響の大きさをグラフで表し、歯科医師や歯科

衛生士が説明する文言も含めたカラーチャー

トを作成して配布している（図5）。

（3）禁煙支援と禁煙治療

喫煙者の多くは禁煙したいが、なかなかや

められない。その理由は、喫煙には2種類の

依存、心理行動依存とニコチン薬理依存があ

るからである。前者にはカウンセリング療法、

後者には薬物療法を用いることが有効な対応

策である。禁煙により長期的には口腔の健康

のリスクが軽減するだけでなく歯科治療効果

が向上する。一般に、禁煙の効果が現れてく

るのには十年以上の歳月を必要することがわ
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表3 米国禁煙ガイドラインにおける患者の禁煙意思に対応した基本的な禁煙のアプローチ

禁煙治療の手順と口腔衛生指導 禁煙意思の低い患者への対応

5A手順 5Aの内容 口腔衛生指導 （5Rの内容）

Ask 喫煙状況 ブラッシング・甘味摂取 Relevance 関連づける

Assess 禁煙意思の評価 予防意識・プラーク評価 Risks リスクを話す

Advise 禁煙の助言 ブラッシング・代用甘味料 Rewards 禁煙でよい事がある

Assist 禁煙の支援 歯磨き技術・キシリトール Roadblocks 禁煙の障壁

Arrange フォロー フォローアップ Repetition 反復助言



かっている。しかし、最近発表された歯周治

療への影響では、歯周治療を開始する前に禁

煙した場合には1年後に禁煙を継続していた

者より治療効果が向上したことが報告され

た12）。

現在、禁煙支援や禁煙治療にかかわる費用

は健康保険の対象にはなっていない。現状で

はニコチン代替え薬はOTC（over-the-counter）

薬あるいは自費扱いの処方箋薬（処方箋料は

自費であるが混合診療とはならない）で禁煙
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図5 日常診療で簡便に繰り返し、効果的に患者を禁煙に誘導するためのカラーチャート
（科学的根拠の説明や患者に説明する標準的な文言も含まれている）

表4 歯科診療における禁煙導入の機会と内容

歯科診療の機会 禁煙の導入に用いる内容

問診時の会話
喫煙習慣、禁煙経験、口臭、歯の早期喪失・歯周病・口腔が
んのリスク

歯 歯の喪失のリスク、歯の着色

口腔診査の
歯根膜細胞へのニコチンの影響、セメント質ニコチン沈着、

結果説明
歯周組織 歯槽骨の吸収、アタッチメントロス、歯肉微小循環、歯肉の

出血に気がつかない、歯肉の着色

口腔粘膜 口腔がん、白板症、その他喫煙が関連する口腔粘膜の異常

充填時・補綴物装着時 歯の早期喪失に伴う充填物、補綴物の維持時間短縮

歯周基本治療、外科処置実施前
非外科的歯周治療および外科的歯周治療の予後不良、前歯部
充填物の着色

インプラントの診査・説明 インプラント失敗の可能性

抜歯実施後の説明 抜歯後の創傷治癒の遅延

リコール時 歯の早期喪失、歯周病の進行、歯や歯肉の着色、口臭

スケーリング施術時
患者は上記の全ての内容について、聞きやすい姿勢になって
いる。



指導料も自費であるため、医療における禁煙

治療が普及しない理由だとされる。禁煙は、

喫煙による疾病に関わる莫大な医療費を節約

することがわかっているが、わが国の医療保

険制度は病気の治療に対して報酬が支払われ

る制度であるので医療保険の適用にはならな

い。しかし、喫煙を継続することが歯科治療

の効果を低下させ、禁煙が治療効果を回復さ

せるのであれば、歯科医師による禁煙指導は

歯科医療保険の制度でも補填されるべきであ

る。

5．おわりに

喫煙は口で行われる。有害物質を多種多量

に含むタバコの煙は口腔を通過し、あるいは、

口腔に留まる。口腔を通過した有害物質は体

循環により再び口腔にもどり口腔の健康や歯

科治療に悪影響を及ぼす。喫煙が口と関連す

ることは明白なのに、歯科医師が喫煙に注目

する機会は少なかった。

禁煙は健康の専門家の役割のひとつであ

る。そして、歯科医療に関わる者は喫煙者に

禁煙を勧めることが務めである、との認識が

醸成されつつある段階である。今、ひとり一

人の歯科医師が主治医となる患者の喫煙に対

して、自らの姿勢とこれからの行動について

少しの時間考えていただければ、次世代の歯

科医師のさらなる活躍につながる第一歩にな

ると思う。
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はじめに

WHOのたばこ規制枠組み条約は、国際間

の法律として2005年2月27日に制定されま

した。条約に対する批准国は11月4日現在

で100か国になりました。

非喫煙者への間接喫煙の被害を予防するた

めの日本の法律「健康増進法25条（受動喫煙

の健康被害防止）」は、2003年5月1日に施

行されました。それは学校、体育館、病院、

劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事

務所、官公庁施設、飲食店その他多数の者が

利用する施設などでの禁煙や完全分煙をする

ことが義務付けられ、これを順守していな

かった事業所は責任を追求されることでし

た。しかしこれらが制定されても、未だに多

くの場所や施設などで実施に至っていないな

どの問題が残されています。

2005年11月8日に、厚生労働省は、医師

による禁煙指導を「治療」と位置づけ、公的

医療保険の給付対象とする方針を固めたとい

うニュースが入りました。「禁煙指導」の公

的医療保険には、口腔をとおして生命・全身

健康をつかさどり、また喫煙の結果から発生

する口腔癌、歯周病などの治療のための医療

行為をしている全歯科医師にも適用されるの

が当然だと思っています。

さて筆者は、1974年の米国での研修中に、

「歯科医師の禁煙啓発と支援」という新しい

歯科医学があることを知り、この方面でも積

極的に学びました。そして帰国後早速、郷里

で禁煙運動と啓発運動を開始しました。でも、

あっという間に30年という年月が経過して

しまいました。今後も、禁煙のための運動や

支援には初心を忘れずにがんばっていきたい

と思います。

さて、9月に当専門誌「小児歯科臨床」の

2006年2月特集号「禁煙」の発行のために、

編集委員会から「私の禁煙活動」という執筆

テーマを戴いたので原稿を進めていきます。

私の院内外での禁煙活動

筆者が、歯科診療のかたわら、これまでの

約30年間に禁煙のための活動をどのように

して進めてきたのかを簡単に説明し、後半は、

院外での対外活動のその履歴を箇条書で説明

してみたいと思います。

私と禁煙活動

市来　英雄

医療法人市来歯科理事長
（〒892-0844 鹿児島市山之口町5-6）
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院内での禁煙活動

まず院内での活動ですが、鹿児島大学口腔

外科教室の3年間の勤務を退き、1969年に鹿

児島市内で開業しました。1974年3月には南

カリフォルニア大学に発達した歯科医学を学

ぶために短期の留学をしました。そこでは米

国の歯科医師たちが院内はもとより院外でも

禁煙運動をしていたのに驚き、目を見張りま

した。即刻、目標を立てていた研修する科目

に「喫煙と口腔の健康」を追加して研修をす

ることにしました。

帰国してすぐに、まず院内からの禁煙運動

を手始めにと、医院の環境を整えると共に患

者さんへの禁煙支援を始めたのでした。院内

の禁煙指導の実際などは、これまでに当誌で

も、また他の多くの歯科専門著書で紹介した

りし、すでにご覧になられた先生も多いと思

います。

院外での禁煙活動

次に、院外での禁煙活動に関する取り組み

を紹介します。

喫煙問題に直接的に関係する、下記の「現

職①～⑥」をご覧いただければ簡単に理解で

きるかと思います。①全国禁煙・分煙推進協

議会会長、②日本禁煙推進医師歯科医師連盟

運営委員、③国際歯科連盟（FDI）禁煙推進部

会幹事、④タバコの害を考える会・鹿児島会

長、⑤鹿児島大学医学部公衆衛生学非常勤講

師（公衆衛生学の喫煙と健康について）、⑥

鹿児島禁煙支援研究会代表世話人。

上記の他に、学校や団体からの講演依頼が

あったら断らず、必ず出かけて行って自家製

のスライドを使いながら約1時間の講演を

行っています。学校からの依頼は小・中・高

校ですが、最近は、幼稚園・保育園の父兄会

でも話す機会があります。また、小学校の教

職員への講演が増加しています。その他、企

業、警察署などからの依頼もあります。

筆者が校医を務める小学校では、6月4日

の「むし歯予防デー」の行事での恒例の講話

には、タバコの害のスライドを4枚ほど混ぜ、

むし歯予防と同時に歯科に関する喫煙の害の

話もしています。

①の、全国禁煙・分煙推進協議会は事務局

が東京にあり、全国の禁煙や分煙を推進する

会員は約7万人71団体が加入して、Eメール

などを活用して情報を流したり、統括した行

動をとって行政や関係機関に禁煙を働きかけ

たりしての行動をとっています。71団体の

なかには、筆者が所属している②の、日本禁

煙医師歯科医師連盟や、④の、タバコの害を

考える会・鹿児島もあります。タバコの害を

考える会・鹿児島では、毎年、成人式のとき

に会場入口で、趣向を凝らしたいでたちで新

成人たちに禁煙のアピールを行っていました

が、現在は、さらに効果的な啓発ができない

ものかと考慮し方針を変えて、WHO主催の

「世界禁煙デー（5月31日）」の前後の日に市

内の大ホールで県民・市民大会の形式で禁煙

支援の講演会など開催しています。また一般

向けに「5日でタバコが止められる」講習会

を開催したり、世界禁煙デーにはデモや禁煙

講習会も開催したりしていました。その中で

の最大の想い出は、JT（日本たばこ産業株式

会社鹿児島支社）が子どもを対象に工場見学

やイベントを開催した折には事前抗議の行動

をとったり、当日にはイベント会場に直接デ

モ行進を行ったりしました（現在は、そのJT

の会社も工場もすべて閉鎖されています）。

③の、FDI禁煙推進部会には、日本禁煙推

進医師歯科医師連盟より推薦され、1994年
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10月、カナダのバンクーバーでの年次総会の

ときに結成された世界禁煙推進歯科医師部会

に筆者が幹事として任命されました。それ以

後、毎年欠かさずその会議には出席していま

す（1995年香港大会では、筆者もかかわった

「FDIの禁煙宣言書」が発行されました）。

1996年より⑤の、鹿児島大学医学部の非

常勤講師に選出されましたが、毎年、医学部

3、4年生の講義を受けもっています。講義

は年1回の3時間集中講義で行っています。

やがて医師になる医学部の学生にとって、

「喫煙と健康」というレクチャーは非常に重

要な講義となっています。現在、鹿児島大学

のすべての学部、もちろん医学部、歯学部、

そして病院も完全禁煙でタバコの自動販売機

も撤去されています。

⑥の、鹿児島禁煙支援研究会は1998年12

月に結成されましたが、日本禁煙医師歯科医

師連盟の鹿児島県入会者、鹿児島大学医学部

の教官や開業医師、開業歯科医師などが会員

となり会員数約40名で、筆者が代表世話人

として勤めています。結成年度は、医師、歯

科医師、医療関係者を対象に「第1回目の禁

煙支援学術講演会」を開催しました。現在は、

薬剤師会、栄養士会、看護師会も加わって、

県民公開の大規模な大会にまで広がって、そ

の運動と禁煙支援は展開されています。

私の禁煙運動の経歴

以下に、私の禁煙運動の歴史を振り返って、

その主な経歴とコメントを記載してみたいと

思います。

＊1966年、歯科大学を卒業してすぐに、

鹿児島大学医学部の口腔外科教室に入局

（口腔ガンの患者さんもたくさん診るこ

とができた）。

＊1969年、鹿児島市で開業。

＊1970年、発達した歯科医学の研修のた

めに始めて渡米（1ドルが360円の時代）。

＊1974年3月、南カリフォルニア大学に

短期の留学（アメリカで医師や歯科医師

が禁煙運動をしていたのに驚いた。日本

ではこのころは、医師や歯科医師が患者

さんの目の前、あるいは学会や会議の場

所などで、平気で喫煙していたころだっ

た）。

＊1976年、シカゴのアメリカ歯科医師会

（ADA）本部を訪問（患者さんへの「喫煙

による口腔内疾患予防」を啓発するカタ

ログなどが販売されていることを知っ

た。それには、米国歯科医師会会員が診

療所で啓蒙運動が容易に出来るように

と、歯科疾患予防はもちろん禁煙ポス

ターや禁煙に関するグッズ、喫煙と口腔

癌の数冊のリーフレットなども同時に販

売されていた）。

＊1976年5月、帰国（自分の診療所に帰る

とすぐに、「当院では皆様の健康を守り

ます。タバコは健康を害しますので当院

の喫煙はご遠慮ください。院長」という

張り紙を貼って、完全禁煙歯科医院にし

た。そのとき3社の新聞社が興味を持っ

て記事にした）。

＊1976年、これから私の院外・院内に向

けての本格的な禁煙運動が始まった（院

内では、待合室に口腔外科での症例写真

などを利用して作ったアルバムを置いて

啓発した。院外では、鹿児島県の高等学

校、中学校で講話をしながら喫煙の恐ろ

しさを広めていった。2005年の現在ま

でには小学校や、幼稚園の父兄の講演を
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含めたり、他の団体も入れて合計約200

か所で講演をしている）。

＊1977年、鹿児島で「タバコの害を考え

る会・鹿児島」を結成（筆者が会長とな

り、組織としての禁煙運動に発展）。

＊1978年から、毎年一回「5日でたばこが

やめられる」講習会を、県民のために開

催し19年間続けた。

＊1978年から毎年、1月15日の「成人式」

の会場入り口前で、「禁煙のアッピール」

のデモンストレーション。

＊1978年から、繁華街ではアーケード内

で禁煙指導コーナーを作ったり、デモし

たりして道行く人をつかまえて喫煙の怖

さなどを啓発、相談を受けた。

＊1985年8月には、「健康ハートの日」と

してデパートの大会場で、鹿児島大学医

学部の医師や地元の栄養士会などと共

に、「健康ハートキャンペーン」を開始

（心臓病の撲滅と、その原因になってい

る喫煙の害の啓発と禁煙指導を目的とし

た運動である。他日、地域の小学校に赴

き、「親子心臓教室と喫煙防止教育」も

開催。現在もこの運動は継続中である）。

＊1986年9月、「臨床医は訴える　たばこ

の恐怖」という題名の単行本を出版（日

本医療企画社）。

＊1992年10月、日本たばこ産業が、鹿児

島のたばこ工場など使って、子どもを対

象としたたばこの宣伝のための大イベン

トを開催（その問題を重くみた私たちの

「たばこの害を考える会・鹿児島」は、

イベントを中止するように動いた。そし

て、イベントの当日、工場まで出かけて

中止のデモを行った。多くのマスメディ

アが取材に訪れた）

＊1994年7月に、ニコチン代替療法が出

現。1995年1月には、医院内でも代替療

法を応用した禁煙外来を開始した。

＊1994年8月、筆者が大会会長として「全
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国禁煙教育研修会」を鹿児島で開催。全

国から、学校の教師を含めて約250名が

集まった。

＊1994年10月、カナダのバンクーバーで

開かれた国際歯科連盟（FDI）の総会で

FDIの部会として“World Dentistry

Against Tobacco”が結成された（この会

合に日本禁煙推進医師歯科医師連盟の五

島雄一会長が、筆者がメンバー役員に参

加できるようFDIに推薦状を送ってくれ

た）。

＊1995年10月、第83回FDI総会が香港で

開催されたが、禁煙推進部会の会議では

FDIの「禁煙宣言書」ができた。

＊1995年10月、FDI年次世界歯科大会学

会香港会議で筆者が「歯科診療所におけ

る禁煙活動」と題して講演した。

＊1996年10月、FDI年次世界歯科大会学

会のOrland（米国）の会議に出席し、部

会の総合司会を務めた。

＊1997年8月、第10回「タバコか健康か

世界会議」北京大会会議に出席。

＊1997年10月、FDI年次世界歯科大会学

会ソウル（韓国）会議に出席。

＊1997年11月、非政府組織（NGO）の全

国禁煙・分煙推進協議会（JAAT）の三代

目の会長として選出され、現在に至る。

＊1998年10月、バルセロナ（スペイン）会

議に出席。

＊1998年11月、第5回アジア・太平洋地

区たばこ規制スービックベイ（フィリッ

ピン）大会会議に出席。

＊1999年10月　FDI年次世界歯科大会学

会メキシコ市会議の部会で「Tobacco

and Dentistry: Japan and Western Pacific

Update」と題して講演。

＊1999年11月、WHOの「タバコか健康

か国際会議」の神戸大会会議に出席。

＊2000年8月、第11回「タバコか健康か

世界会議」シカゴ会議に出席。

＊2000年10月、FDI年次世界歯科大会学

会パリ（フランス）会議に出席。

＊2001年9月、FDIのクアラルンプール会

議の部会で「Involvement of the Japanese

dentists in the smoking issue」と題して講

演。

＊2001年10月、第6回アジア太平洋地区

たばこ規制大会の香港会議に出席。
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1995年10月、国際歯科連盟（FDl）年次世
界歯科大会学会香港会議に出席し、「歯科
診療所における禁煙活動」と題して講演。
私も“FDI Position Statement on Tobacco”
作りに関わった。



＊2001年10月、日本ヘルスケア歯科研究

会秋季学会（於：千里ライフサイエンス

センター）で筆者は、「歯科医院における

禁煙指導」の題で講演した（このときに、

日本ヘルスケア歯科研究会は、日本で初

めてとなる歯科医師の「禁煙宣言」を採

択した）。

＊2001年10月、筆者の診療所から、鹿児

島の離島の医療に恵まれない子どもから

大人までの住民に、「喫煙の害と健康」

をテーマに、無線LANを使用したパソ

コン画面を通じて遠隔指導を行った。

＊2002年10月、FDI年次世界歯科大会学

会ウイーン（オーストリア）会議の部会

で「Smoking spoils health（Knowledge

of the tobacco I want parents and children

to know）」と題して講演。

＊2002年12月、「歯科医院からはじめる

禁煙支援（クインテッセンス社歯科衛生

士別冊）」という題名の著書を共同出版。

＊2003年2月、第12回日本禁煙推進医師

歯科医師連盟の総会を、筆者が大会会長

として鹿児島で開催。

＊2003年8月、第12回「タバコか健康か

世界会議」ヘルシンキ会議に出席した。

＊2004年9月、FDI年次世界歯科大会学会

デリー（インド）会議の部会で筆者は、

「日本の噛みタバコの現状とその動向」

との題で講演。

＊2004年9月、韓国の慶州で開催された、

第6回アジア・太平洋地区たばこ規制会

議で、「Tobacco Use, Health Effects, Pre-

vention, Cessation and the Impact of Poli-

cies in Dentistry― 1. Practice-Based Per-

spective」の題で講演。

＊2003年12月、筆者が関わった文部科学

省発行の中学生喫煙防止教育パンフレッ

ト「たばこに負けない－輝く未来に向け

て－」が（財）日本学校保健会委託で全

国の高校生に配布された。

＊2003年12月、筆者が関わった文部科学

省発行の高校生喫煙防止教育パンフレッ

ト「たばこをめぐる3つの扉－君たちの

未来のために－」が（財）日本学校保健

会委託で全国の中学生にも配布された。

＊2004年1月、著者が関わった文部科学

省検定済教科書「（新版）たのしい保健」

小学校5・6年生用4大日本保健508が、

検定されて発行された。

＊2004年9月に、第15回日本老年歯科医

学会学術大会の教育講演で「喫煙は口腔

にも大きな害発生」の題で講演。

＊2005年6、7月の2か月間、喫煙規制で

は先進地であるニュージーランドへ、一

般社会やニュージーランド歯科医師会の

「喫煙規制の状況や取り組み」などの実

地研究に渡航。

終わりに

2005年2月27日に国際間の法律として制

定されたWHOのたばこ規制枠組み条約と、

わが国の2003年5月1日に施行された「非喫

煙者への間接喫煙の被害を予防のための健康

増進法25条」という法律は奏功して、わが

国の喫煙環境は堰が切れたように変化してい

ます。

しかし、人々の口腔の健康を守ることが第

一義である肝心の歯科医師の「喫煙と健康」、

特に「口腔に及ぼすたばこの害」に対する認

識度は、まだまだの感があります。

さて、2000年4月に厚生省は“健康日本21”
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を制定しました。それには、『生活習慣病及

びその原因となる生活習慣等の国民の保健医

療対策上重要となる課題について“健康日本

21”を定め、「一次予防」の観点を重視した

国民に対する十分かつ的確な情報提供を行う

とともに、健康づくりに関わる関係団体等と

の連携の取れた効率的な取組の推進等を図る

ことにより、国民が主体的に取り組む健康づ

くり運動を総合的に推進していくこと』とあ

りました。また、各論にある「たばこ」の項

目には、“たばこ病”8つの予防重点疾患の1

つとして、初めて“歯周病”が導入されまし

た。さらに厚生省は、「喫煙は歯周病の重要

な危険因子であり、禁煙支援は行政サービス

としてのみならず、かかりつけ歯科医などに

よる医療サービスの場を活用してすべての市

町村で受けられるようにし、日常の歯科臨床

においても歯科医師それぞれが禁煙対策を立

てるべきである」と強調しています。

喫煙が口腔領域に及ぼす悪影響として上記

の歯周病ばかりではなく、口腔がん発生の相

対危険の増加のみならず、不快な口臭の一因、

スモーカーズ・メラノーシス（粘膜、皮膚の

褐色や黒色の変化）の発現、タールの歯面沈

着による口腔の不潔、味覚の鈍麻など多岐に

わたることは歯科関係者では周知の事実で

す。口腔粘膜・歯・歯周組織への影響、

QOL（歯の喪失）、生命に関わる重篤な疾患

（口腔がん）、若者が気にする身近な話題（歯

肉着色・口臭）などと、喫煙の口腔の健康に

及ぼす悪影響は実に幅広いのです。

歯科医師は毎日のように、多数の喫煙者を

含めた患者さんたちに歯科治療をしていま

す。すべての患者さんの健康を守る立場にあ

る歯科医師は、これらの喫煙者にも手助けと

なる特別の方法を実行できる理想的な立場に

あります。また、将来の喫煙予備軍である小

児、あるいは患者として来院している未成年

喫煙者のことも考慮し、積極的に禁煙の啓発

とサポートを行わなければならない責任があ

ると思います。

筆者は今年も、「日本の歯科界の禁煙支援

とその治療は国際的にみて20年も遅れを

とっている」と、FDI会議の席上、某国の歯

科医師会の役員からもきつく言われたことが

まだ頭から消えません。

そこで、「私の禁煙活動」というこの項が

先生方のお役に立てるかどうかは分かりませ

んが、これまでに試行錯誤しつつやってきた

拙い活動を参考にされ、読者の先生方のお力

で是非20年の遅延を挽回されんことを心か

ら願って、この項を終わりたいと思います。

最後に、私の、これまでの約30年間の禁

煙運動は、すべてがボランティアであり、す

べて自費で活動してきたことを最後に申し添

えます。
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何故いま　防煙教育なのか？

先日、大学時代の同級生10名と会いまし

た。学生時代は私を含め10名とも喫煙者で

したが、現在は9名まで禁煙していました。

驚くことに、そのうち6名までがここ3年の

間に止めているのです。社会的にも禁煙運動

が恐るべき早さで浸透していることがわかり

ます。歯科領域でも、ニコチンによる末梢血

管の収縮作用により歯周病になりやすいばか

りではなく、治療の予後にも大きく影響する

ことが知られています（図1）。

このことは歯の寿命が短くなることにつな

がり、ひいては8020の達成を妨げる一つの

要因となるでしょう。そこで歯科医師は禁煙

運動に積極的に参加すべき立場であることは

言うまでもありません。

ところで、喫煙や歯周疾患は青年期以降の

問題であり、小児歯科臨床とは関係が薄いよ

うに思われます。でも考え方を変えると小児

歯科医こそ、最も禁煙運動に熱心である必要

があるように思います。なぜなら小児歯科医

は、子ども達の健やかな成長・発達を願い行

動する責務があるからです。

これまで小児期における喫煙の害は数多く

知られています。例えば、妊娠中の喫煙によ

る低体重出生児があげられます。ある産婦人

科医によると、妊婦健診で胎児の状態を超音

波エコーで診ていると、タバコを吸うと子宮

が収縮し、その度に胎児への血液循環が悪く

なるそうです。また、乳幼児期における乳児

突然死症候群・気管支喘息・中耳炎、小児期

におけるガンや成人後の心疾患などがあげら

れます。また未成年者の喫煙が増加しており、

14歳までに喫煙を始めると、ガンの発生が

15年早くなり、50歳代でのガンによる死亡

率は4倍以上、さらには心筋梗塞の死亡率は

10倍以上にもなるとされています（図1）。ま

た受動喫煙により小児の齲蝕リスクが約2倍

高くなります。このような小児の健康問題の

なるほど ザ 防煙教育

岡崎　好秀

岡山大学医学部・歯学部付属病院小児歯科
（〒700-8525 岡山市鹿田町2-5-1）
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図1 さまざまな喫煙の害から子ども達を守る
のも小児歯科医の使命の一つである



見張り役として、小児歯科医は喫煙問題に関

心を寄せておく必要があります。さらに他の

歯科医と比べ、乳幼児歯科健診や学校歯科医

などの活動を行うことが圧倒的に多いことが

あげられます。ニコチンは中毒性があるので、

喫煙を止めることに力を注ぐより、喫煙させ

ない環境を作る方が簡単です。だからこそ小

児歯科医には、地域の子ども達を喫煙から守

る防煙教育を担う使命があるように思います。

実際、全国各地の教育現場で敷地内禁煙化

が進んでおり、ある小学校では、“サザエさ

ん”の替え歌を作り子ども達が歌い、校内放

送に流しています（図2）。

これも一つの防煙教育であり、こうすれば

職員室で禁煙するしかないでしょう。

一方、喫煙に関しては、喫煙者自身の権利

を主張するものもいます。しかし、禁煙は喫

煙者の問題のみならず、受動喫煙により他人

の健康を損ねることが問題です。従って受動

喫煙は、別名“強制喫煙”とも言われ立派な

環境問題でもあります。有害物質においても

副流煙の方が多く、一酸化炭素は主流煙（本

人が吸う煙）より約5倍、ニコチンも約3倍、

それに発ガン物質のベンピツレンは約4倍も

多くなり、誰かが部屋でタバコを10本吸う

と、受動喫煙で1本吸った計算となります。

以上のことより、従来の地域歯科保健活動に

加え、防煙についても教育現場から要請され

る機会の増加が予想されます。そこで、筆者

が地域や教育現場で行っている防煙教育のネ

タについて紹介したいと思います。

アスベスト対受動喫煙

最近、アスベストが中皮腫や肺がんなどの

発症に影響するとされ、多くの問題が騒がれ

ています。なかでも学校では、アスベスト使

用の教室や体育館には立ち入り禁止などの措

置が講じられており、その撤去作業には防毒

マスクまで使われています（図3）。

それでは、アスベストを使用した住居に住

み続け肺がんで亡くなるリスクはどの程度な

のでしょう？　現在、人口10万人あたり

の生涯リスクは10名と推定されています

（1999、松崎）。ちなみに交通事故では1,000

名となっています。
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図2 某小学校で歌われている防煙替え歌

図3 現在、アスベストの問題が大き
くクローズアップされている



そこで です。

それでは、受動喫煙で早死にするリスクは

（人口10万人あたり）次のうちどれでしょ

う？（図4）

1番、5人　2番、50人　3番、500人　

4番、5,000人

正解は、受動喫煙により早死にするリスク

は5,000名とされており、受動喫煙のリスク

はアスベストの500倍となっています。アス

ベスト問題より、敷地内禁煙のほうが早急に

実施されなければならない対策であることが

わかります。

喫煙者の多い職員室では、子ども達に防毒

マスクをつけ入室させる必要があるでしょう

（図5）。

ちなみにオックスフォード大学のDoll教

授によれば、英国の医師約35,000名を50年

にわたり追跡した結果、喫煙者の半分以上は

タバコが原因と見られる病気で死亡し、喫煙

者は禁煙者より10年寿命が短かく、60歳で

禁煙すれば3年、50歳で6年、40歳で9年長

生きできるとしています。禁煙に遅すぎるこ

とはないことがわかります。

サルとニコチン中毒

最近では、禁煙はニコチン中毒（ニコチン

依存症）の一種と考えられています。喫煙者

が悪いのではなく、ニコチンそのものが悪い

という考え方です。小児歯科領域でも、泣い

て暴れる子ども達が悪いのではなく、齲蝕や

齲蝕を作った背景が悪いと考えたほうが得策

です。その場限りの治療は、どこかの建築会

社のマンションの販売と同じです。むしろ子

ども達は被害者と考えます。このように考え

ないと、子ども達の支持が得られず生涯にわ

たる付き合いができません。喫煙問題におい

ても同様です。

それでは です。このサルはどうし

てタバコを吸っているのでしょうか（図6）。

1番、気分転換　2番、実験でニコチン中毒に

なった　3番、食事の一服

問題2

問題1
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図4 問題1

図6 問題2図5 受動喫煙はアスベストより500倍リスクが高い



正解は、もちろん2番です。ところでサル

は、山火事を想定し、火や煙を極端に嫌うは

ずです。ところが、このサルは吸っています

が、どうしてでしょう？　先にも述べたよう

に、喫煙は“ニコチン中毒”で説明されてい

ます。さてサルをニコチン中毒にする方法が

あります。まず小さな穴の開いた密室に入れ、

レバーを押せば砂糖が出るようにしておきま

す。そうするとサルは砂糖が欲しいためにレ

バーを押します。その時、小さな穴からタバ

コの煙も出るようにします。そうするとサル

は、徐々に砂糖よりタバコの煙を求めてレ

バーを押すようになるそうです。砂糖よりも

ニコチンの方が、中毒性は強いことがわかり

ますし、子ども達の前でタバコを吸うことは、

ニコチン中毒にするようなものであることが

わかります。さらに言えば、子ども達に“早

く肺がんになれ！”“早死にしろ！”という

メッセージを送っているようなものです（図

7）。

喫煙習慣と老化

それでは です。これはBBC放送の

有名な写真です。

さて、この2人の関係は次のどれでしょ

う？（図8）

1番、親子　2番、化粧の前後　3番、姉妹　

4番、双生児

正解は4番で、これは22歳の双子の姉妹

で左がKirsty（喫煙者）、右がKelly（非喫煙

者）です。喫煙習慣の有無による40歳時の顔

を想定した写真です。

それでは、どうして喫煙女性は、シミやシ

問題3
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図7 子ども達の前でタバコを吸うことは、ニコチン中毒にするようなものである

図8 問題3



ワが多く老けやすいのでしょうか？

これは煙に含まれる一酸化炭素の影響で

す。喫煙による一酸化炭素濃度は、車の排気

ガスと同程度で、二酸化炭素と比べ血中のヘ

モグロビンと結合する強さは約200倍です。

そのため皮膚の表面では慢性的な酸素不足に

陥り老化が促進されるのです。

喫煙と血中酸素飽和度

次は、相撲の です。

さて、次のうち禁煙をして名横綱になった

のは誰でしょうか？（図9）

1番、A青龍　2番、T乃花　3番、T代の富士

正解は、3番のT代の富士関です。

相撲ドクターの林盈六先生は、T代の富士

関に“力士はタバコをやめるべきだ”という

ことを伝え、禁煙に成功し、そのおかげで横

綱になれたと言われていました（図10）。

ちなみに、1日に20本程度の喫煙の場合、

タバコを吸っていない時でも血液中の一酸化

炭素と結びついたヘモグロビンの割合は3～

6％に上り、喫煙直後にはこの数字が10％を

超えることもあります。スポーツ選手にとっ

て、これは重要なことです。図11は、標高

と血中酸素濃度の関係です。喫煙直後は、標

高4,600mでの酸素飽和度の状態で相撲をと

るのと同じ状態であることがわかります。標

問題4
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図9 問題4

図10 T代の花は禁煙に成功して名横綱になった

図11 喫煙により酸素飽和濃度が低下する



高4,600mといえば、日本の最高峰である富

士山が標高3,776mですから、これより高く

スイスのマッターホルンの頂上（海抜4,478m）

と海抜0mとの酸素濃度の状態で相撲をとる

ことになります（図11）。

このように選手生命の長いスポーツ選手で

ある巨人のK田投手・K藤投手は嫌煙家で有

名ですし、大リーグのM井選手・Iチロー選

手など一流選手も同様です。

喫煙と前歯部の外傷

小児歯科領域においては、外傷歯の予後を

良くすることは重要な問題です。ニコチンは

末梢血管を収縮させるため血液循環が悪くな

り、外傷による整復固定の予後にも影響を与

える可能性があります。受動喫煙と外傷の予

後について調べた研究はありませんが、イン

プラントの予後は喫煙と大きな関係があるこ

とが知られています。喫煙者は、非喫煙者に

比べ失敗率が約6倍以上高いことが知られて

います。このためインプラント専門医講習会

において、喫煙者には原則インプラント治療

を行わないことが指導されており、まず禁煙

指導をしてからインプラントの相談をすると

いうのが常識となっています。このことから、

家庭での受動喫煙が外傷の予後につながる可

能性があり、患児の保護者には喫煙について

問診をとり必要に応じて禁煙を勧める必要が

あるように思います（図12）。

喫煙による税収と支出

タバコには、国税や地方税など価格の

63.3％もの税金がかかっており、約2兆円も

の税収が見込まれています。さて、これをど

のように考えればよいのでしょう？

そこで です。

A君は小学校6年生、5人家族です。お父

さんは34歳のサラリーマン、お母さんは専

業主婦、年収が428万円です。誰もタバコを

吸いません。

（注：428万円は30～34歳の平均年収、平成

13年度）

さてA君の家族は、喫煙者のために知らな

い間にお金を支払っていますが、年間どれく

らい支払っているでしょうか？（図13）

1番、1万円　2番、3万円　3番、5万円　

4番、10万円

正解は4番の10万円です。

タバコによる税収は2兆円ですが、タバコ
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図12 喫煙によりインプラントの失敗率が高くなる

図13 問題5



による医療費は1993年で1兆2,000億円。そ

してタバコによる火災、あるいはごみの処理、

休業損失、早死にするために2兆8,000億円

のお金が使われており、合計4兆円です。差

し引きすると約2兆円の損失になります。こ

れを日本人口の1億2,794万人（2003年の5

月）で割ると、国民1人あたり1万5,688円と

なります。つまりタバコのために、私達は年

間約1万6,000円の税金を無駄使いしている

ことになります（図14）。

現在の喫煙人口は3,400万人ですが、未成

年を含めて計算すると非喫煙者は約9,000万

人と言われています。喫煙による損失の2兆

円を9000万人で割ると、2万2,222円になり

ます。つまり非喫煙者は、喫煙者に対し1人

あたり2万2,222円のお金を支払っている計

算になり、5人家族では11万1,110円のお金

を余分に払っていることになります（図15）。

ちなみに、タバコ税でこの赤字を埋めるた

めには、タバコの価格を600円以上にする必

要があるとされています。

喫煙のリスク分析

最近では、歯科界でも齲蝕活動性試験を用

いたリスク分析が行われていますが、ここで

生命保険における喫煙のリスク分析について

考えてみましょう。

図16は、喫煙の有無と生存率について調

べたものです。喫煙者（25本／1日）は70歳

で50％の者が死亡していますが、非喫煙者

は70歳で80％生存しています。

さて、ここで喫煙の有無に関係のない生命

保険があったとします。喫煙者は、早く死亡

する確率が高いので、非喫煙者の掛け金から
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図14 タバコにより1人あたり16,000円の税
金を使っている

図15 非喫煙者は喫煙者に22,222円のお金を
払っている

図16 喫煙の状態と生存曲線



喫煙者の死亡保険が払われていることになり

ます。これは“喫煙者にやさしい生命保険”

と言えます。

一方、非喫煙者にしてみれば、喫煙者のた

めに余分なお金を払っているようなもので、

実質的には損をしていることになります。そ

こで、非喫煙者ばかりの生命保険に加入すれ

ば掛け金は安くなります。つまり“非喫煙者

にやさしい生命保険”に加入すれば有利です。

さて、最近の生命保険は「健康体」（健康体

割引：体重・血圧などのチェック）だと保険

料割引、タバコを吸っていないと保険料割引

になるという商品が目立っています。例えば、

5000万円の定期保険は30歳加入で年20,650

円違い、40歳加入では年49,550円の差とな

り、10年間ではそれぞれ約20万円、約49万

円もの違いとなります（図17）。

ちなみに、非喫煙者割引保険の割引率は、

外資系の保険会社（A・S・D生命）に多く、

大手生命保険会社（N・MY・D1・MI・SU

生命）と比較すると、F生命の最高40％をは

じめとして概ね30％程度お得です。

（注：非喫煙者とは、保険会社により定義が

変わり、過去1年間あるいは2年間の喫煙状

況や、唾液中のニコチン濃度を調べます。）

ところで毎日のようにテレビや新聞紙上

に、生命保険の広告がありますが、非喫煙者

割引については全く掲載されていません。あ

まり宣伝をすると、非喫煙者割引に人々が殺

到し、これまでの生命保険が破綻する可能性

があるからではないでしょうか。

おもしろいことに喫煙による生命保険のリ

スクの話は、家庭の主婦層に受けがよいよう

です。なぜなら、家計の固定費で一番多いの

は、居住費や税金さらに食費、生命保険、医

療保険などの保険関係であり、食費や保険関

係は節約の余地があるためです。まさに生命

保険は、“よく考えて”加入する必要があり

そうですね。

“タバコをやめてね”コンテスト

現在、世界の禁煙デーに合わせて市民団体

「タバコ問題首都圏協議会」が、「タバコやめ

てねコンテスト」を実施しています。これは、

タバコをやめていただきたい有名人を選ぶコ

ンテストです。そこで です。この

2005年度の第1位に選ばれたのは誰でしょう

か？（図18）

1番、A石家さんま　2番、W田アキ子　

3番、Bートたけし　4番、H崎あゆみ

正解は、2番のW田アキ子さんで2年連続
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図17 非喫煙者は生命保険が30％安い

図18 問題6



の受賞です。その応募者からのコメントは、

“髪の毛にタバコは猛毒。CMは問題（発毛促

進の“Rーブ21”のCMにでておられますが、

喫煙は脱毛を促進します）・歌をもっと上手

になりたくないか・最近声が出なくなってき

た。”

第2位はBートたけしさんで、“テレビで

「健康番組」をやっているのだから、禁煙す

べき・やめないと孫に嫌われますよ。”

第3位のSんまさんには、“テレビで堂々

と吸い過ぎる・トーク番組でひっきりなしに

吸っているので、やめれば影響は大きい。”

4位のH崎あゆみさんは、“「スモーカー

ズ・フェイス」になりつつある・愛犬の受動

喫煙が心配。”

以下、アニメ・SザエさんのI野波平さん、

ゴルフのM山茂樹さん、M崎駿監督、韓流

スターのP・ヨンジュンさんと続いていま

す。P・ヨンジュンさんは“貴公子とタバコは

相反する”とのコメントがつけられています。

以上、地域における防煙教育のネタを中心

について述べてきましたが、楽しく読んでい

ただけましたでしょうか？　これらのネタを

利用し是非、地域に広めていただきたいと思

います。最後にこれらの資料はインターネッ

トにアクセスすることで容易に入手できるこ

とを申し添えておきます。

参考：
双生児姉妹の写真（http://news.bbc.co.uk/1/hi/

health/1566191.stm）
喫煙による税収と支出（http://www.hi-ho.ne.jp/

cedie/c/econo.html）
喫煙のリスクと生命保険料（http://www.hoken-

erabi.net/seihoshohin/goods/9512.htm）
生命保険の比較（http://bun-en-shakai.hp.infos-

eek.co.jp/library/hoken.html）
生命保険情報（http://nosmoke.hp.infoseek.co.jp/

hoken/index.html）
2005年“タバコやめてネ”コンテスト（http://

www.nosmoke-shutoken.org/）
オーストラリアの禁煙CM（http://www.quit-

now.info.au/smokescreen/smokescreen.html）
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